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概括表

輸入 輸出 トランジット 輸入 輸出 トランジット 輸入 輸出 トランジット 輸入 輸出 トランジット 輸入 輸出 トランジット

× × × - - - × × × ○ ○ △ ○ ○ △

△ × × - - - △ × × ○ ○ △ ○ ○ △

× × × × × × × × × ○ × × ○ × ×

× × × × × × × × × ○ × × ○ × ×

○ ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 〇 ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ×

× × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × △ △ △ △ △ △

○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ×

× × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ × ○ ○ × ○

× × × × × × × × × ○ × ○ ○ × ○

○ × × ○ × × ○ × × ○ ○ △ ○ ○ △

× × × × × × × × × ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ×

○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ × × ○ × ×

× × × × × × × × × ○ × × × × ×

× × × × × × × × × ○ × × ○ × ×

× × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ×

× × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ×

× × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ×

× × × × × × × × × ○ × △ ○ × △

× × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ △ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × ○ × ○ ○ × ○

× × × × × × × × × × × × ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

米国

オーストラリア

英国

中国

韓国

水際措置に関する規定の有無
(上段：申立による差止、下段：職権による差止)

実用新案権 意匠権 商標権 著作権特許権

ニュージーランド

台湾

フィリピン

ベトナム

タイ

EU

カナダ

チリ

メキシコ

ペルー

ラオス

ブルネイ

UAE

トルコ

日本

マレーシア

シンガポール

インドネシア

カンボジア

ミャンマー

7



概括表

米国

オーストラリア

英国

中国

韓国

ニュージーランド

台湾

フィリピン

ベトナム

タイ

EU

カナダ

チリ

メキシコ

ペルー

ラオス

ブルネイ

UAE

トルコ

日本

マレーシア

シンガポール

インドネシア

カンボジア

ミャンマー

*1 一般法による対応も含まれる *2　各国毎に内容が異なる

各加盟国による

民事措置に関する
統計調査の有無

民事措置について 模倣被害の実態把握状況＊3

模倣被害の
実態把握調査

模倣被害の
損害額の推定

映画盗撮
＊１

刑事措置に関する
統計調査の有無

法定損害賠償
制度
＊2

追加的損害賠償

あり
あり

（非公開）

－ －

○ あり あり なし なし

なしなし なし なし

なし

× ○

水際措置について 刑事措置について

税関登録制度
破棄までの
費用負担

税関における
差止件数の統計

調査の有無

営業秘密の
不正取得

＊１

不正ラベル等の
故意の使用

＊１

各加盟国による
特許権　実用新案権

意匠権　商標権
著作権

税関当局 あり

特許権　意匠権
商標権　著作権

輸出入者
（原則）

あり ○ ○

○ ○

－ －

なし 事案により異なる あり ○ ○ ○ あり あり なし なし － －

○ あり あり あり なし
商標権
著作権

権利者 なし

○ ○

－ －

商標権
著作権

権利者又は輸出業者 なし × ○ ○ なし あり なし なし － －

× なし あり なし なし商標権
刑事事件：刑事当局
行政事件：権利者

あり
（非公開）

○ ○

－ －

商標権
著作権

被差押人 あり ○ ○ ○ あり あり あり あり － －

× なし あり あり（著作権） なし
商標権
著作権

権利者 なし

○ ○

－ －

特許権　実用新案権
意匠権　商標権

著作権

侵害：侵害者
非侵害：権利者

あり × ○ × なし あり なし なし － －

○ あり あり あり あり
特許権　実用新案権

意匠権　商標権
著作権

輸入者又は輸出者 あり

○ ○

－ －

なし 権利者 なし × ○ ○
あり

(非公開)
あり あり

あり
(非公開)

－ －

○
あり

(非公開）
あり

あり
(非公開)

商標権
著作権

輸入者
あり

（非公開）

× ○

－ －

なし 規定なし なし ○ ○ ○ なし あり なし なし － －

○ あり ありなし 権利者
あり

（非公開）

○ ○

－ －

商標権 税関 なし ○ ○ × なし あり なし なし － －

○ なし ありなし 規定なし なし

× ○

－ －

なし 規定なし なし × ○ ○ なし あり 明確な規定なし なし － －

○ なし あり

なし なし

なし
侵害：侵害者

非侵害：権利者
なし

商標権
著作権

特許権　意匠権
商標権　著作権

専利権(特実意）
商標権　著作権

財務没収基金

権利者

歳入関税庁

権利者

あり

なし

あり

あり

○

－

特許権　実用新案権
意匠権　商標権

著作権
税関

あり
（原則非公開）

○

なし

○ ○ ○ なし あり あり なし なし なし

○ あり あり あり なし○ ○
商標権
著作権

なし 税関 あり あり

－

○ ○
あり

(非公開)
あり

あり
（著作権のみ）

なし － －

× なし あり商標権
侵害品の
所有者

あり
（原則非公開）

あり○ あり あり○

＊3 米国、オーストラリア、英国、中国、韓
国、日本について調査

○ ○ ○ なし あり

○ ○ ○ あり あり あり（商標権） あり あり なし

なし あり

なし なし

なし なし

あり
（著作権のみ）

なし

あり
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4 中国 
 
4.1 エンフォースメントに係る制度の内容及び運用状況 
（１）概要 
  中国における模倣品に対する水際措置は、主に行政ルートと司法ルートが利用され、

税関による取締りは行政ルートの一つにあたる。税関による取締りは、特許、実用新案、

意匠、商標及び著作権等が対象となっており、輸入及び輸出に係る貨物が対象となる。

トランジット中の貨物は輸出入のように明記された規定はないが、取締りに関する一般

規定に基づいて取締りが行われている。取締りは、権利者からの申請に基づくものと、

職権によるものとがあり、職権による取締りの場合は事前に取締対象を登録しておく必

要がある。 

産権 1 主な関係機関の名称と略称1,2 
機関名 英語略称、名称 

税関総署3 General Administration of Customs of the People’s 
Republic of China (GAC) 

国家工商行政管理総局4 
各地方の工商管理局 

State Administration for Industry & Commerce of the 
People’s Republic of China (SAIC) 
Administration for Industry & Commerce (AIC) 

国家知識産権局5 
各地方の知識産権局 

State Intellectual Property Office of the People’s 
Republic of China (SIPO) 

国家版権局6 
各地方の版権局 

National Copyright Administration of the People’s 
Republic of China (NCA) 

国家質量監督検験検疫総局7 
質量技術監督局 

General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine of the People’s Republic of 
China (AQSIQ) 

 
（２）行政ルートによる救済について 
  知的財産権の権利者が侵害行為に対する救済を行政ルートで求める場合、権利によっ

て救済を求める機関が異なる（下記の図1参照）。 

                                            
1  本調査研究では、税関取締りの対象となる知的財産権として、特許、実用新案、意匠、商標及び著作権を調査対象とし

ており、原産地表示、集積回路配置設計、植物新品種その他の知的財産権として含まれうるものは対象としていない。

このため、関連機関についても、これらを管轄する機関については記載していない。 
2  ここに掲げた機関は、本調査での質問票調査及び次の文献に基づく。なお、主な機関のみ挙げている。詳細は、本注釈

2 の文献を参照のこと。「世界の産業財産権侵害対策概要ミニガイド 中華人民共和国」、第4 頁～第11頁 2015年 11
月 13日、外国産業財産権侵害対策等支援事業ウェブサイト内、URL: https://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf/Chin
a.html （最終アクセス日：2017年 3月13日） 

3  （参考）海関（税関）総署ウェブサイトURL: http://www.customs.gov.cn/tabid/49564/Default.aspx （最終アクセス日：

2017年 3月13日） 
4  （参考）SAICウェブサイトURL: http://www.saic.gov.cn/ （最終アクセス日：2017年 3月 13日） 
5  （参考）SIPO ウェブサイトURL: http://www.sipo.gov.cn/ （最終アクセス日：2017年 3月 13日） 
6  （参考）国家版権局（NCA）ウェブサイトURL: http://www.ncac.gov.cn/ （最終アクセス日：2017年 3月2 日） 
7  （参考）AQSIQ ウェブサイト URL: http://www.aqsiq.gov.cn/ （最終アクセス日：2017年3月 2日） 
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図 1 取り得る行政措置のルート8 

 
  模倣品対策としては、その多くが商標権侵害や品質等の表示違反にあたり、これらに

関しては、質量技術監督局（TSB）や工商行政管理局（AIC）に救済を求めることにな

る。ここで、質量技術監督局は、製品品質法に基づく虚偽表示や劣悪品等を取り締まる

機関であり、工商行政管理局は、商標法や不正競争防止法に基づく商標権侵害の取締り

を行う機関である9。これらの機関は各地域に配置されており、質量技術監督局（TSB）
は中国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ）が管轄し、工商行政管理局（AIC）は、中

国国家工商行政管理総局（SAIC）が管轄している。 
  また、水際取締りは税関が担当しており、中国と外国との輸出入における侵害品対策

を行っている。税関は、主として税関法及び知識産権海関保護条例に基づいて、権利者

による事前の登録又は申立てに基づき、中国から輸出又は中国へ輸入される被疑侵害品

の取締りを行う。 
 
  なお、司法ルートは、権利者が他人による侵害行為に対する差止や損害賠償等を求め、

裁判所に訴訟を提起して解決を目指すルートであり、刑事事件に関しては、刑法に基づ

く犯罪行為の取締りを行う公安局（PSB10）に告発を行うこととなり、また、民事事件

に関しては、各種法律に基づく権利侵害案件を担当する人民法院に民事事件として訴え

を提起することになる。 

                                            
8  「世界の産業財産権侵害対策概要ミニガイド 中華人民共和国」、第33頁、2015年 11月 13 日、外国産業財産権侵害

対策等支援事業ウェブサイト内、URL: https://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf/China.html （最終アクセス日：2017
年3月 13日） 

9  日本貿易振興機構上海事務所知識産権部、「経済産業省委託事業 AQSIQ と中国企業との連携に基づく模倣品対策の現

状に関する調査報告書」、第15頁、2012年 3月、日本貿易振興機構（JETRO）上海事務所、URL: https://www.jetro.
go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/report_2011-13.pdf （最終アクセス日：2017年 2月28日） 

10 公安局（PSB）: Public Security Bureau 
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4.1.1 水際措置の内容及び実施状況 
（１）対象 
  水際措置の対象となる知的財産権は、特許権、実用新案権及び意匠権（専利権11）、商

標権及び著作権である（知的財産海関保護条例第2条、なお、本章では「知的財産権」

と示す際はこれらの権利を指すものとする。）。そして、これらの権利が輸出及び輸入す

る貨物の差止による保護の対象となっている。 
  なお、トランジットでの取締りについて、対象となる知的財産権に係る侵害被疑品の

差止等に関しては、明文化された規定はない。ただし、中国税関法では、侵害被疑品の

監督に関する一般規定（関税法第23条、第36条第2パラグラフ）があり、中国税関では

トランジットの貨物も検査対象とされている12。 
 
  中国の税関における保護の態様としては、「申立てに基づく保護」と「職権に基づく保

護」の2つの方式で保護が行われている。これらの詳細については後述する。 

表 2 水際措置の有無13 
 特許 実用新案 意匠 商標 著作権 

輸入 
申立差止 ◯※1 ◯※1 ◯※1 ◯※1 ◯※1 
職権差止 ◯※1 ◯※1 ◯※1 ◯※1 ◯※1 

輸出 
申立差止 ◯※1 ◯※1 ◯※1 ◯※1 ◯※1 
職権差止 ◯※1 ◯※1 ◯※1 ◯※1 ◯※1 

トランジット 
申立差止 △※2 △※2 △※2 △※2 △※2 
職権差止 △※2 △※2 △※2 △※2 △※2 

税関登録制度 ◯※3 ◯※3 ◯※3 ◯※3 ◯※3 
  ※1 根拠となる規定は、すべて知的財産海関保護条例第2条である。 
  ※2 トランジットの貨物は取締り対象だが明記された規定はなく、取締りに関する一般規定に基づく。 
  ※3 根拠となる規定は、すべて知的財産海関保護条例第4条である。 
 
（２）水際措置に関する主な規定について 
  水際措置に関する主な法としては、税関法、知的財産権海関保護条例、及び知識財産

権海関保護条例に関する実施弁法がある。水際措置を行う根拠となる主な規定を以下に

挙げる。 

 

 

                                            
11 中国では、日本でいう特許権、実用新案権及び意匠権は、まとめて「専利権」と呼ばれ、また、特許、実用新案、意匠

は、それぞれ、専利、実用新型、外観設計と呼ばれる。ここでは、「特許」、「実用新案」及び「意匠」の用語に統一して

用いる。 
12 トランジットにおける保護に関しては、質問票調査の回答に基づく。 
13 なお、水際措置の有無の判断は、基本的に質問票調査の回答及びその根拠となる規定の有無に基づく。表2では、根拠

となる規定を確認できた場合は「◯」とし、根拠となっている規定がない又は不明であるが運用で差止に限らず何らか

の取締りを行っている場合は「△」とした。また、根拠となる規定がない又は確認できず、かつ質問票調査等でも確認

できなかったものを「×」とした。なお、これらの取締り主体は税関に限らない。加えて、表内の「税関登録制度」は、

対象となる権利に関する情報を税関に独自に登録することができる場合を◯とした。 
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＜中国税関法14＞ 
第44条 税関は、法律、行政法規の規定により、出入管貨物に関連する知的財産権の保

護を実施する。 

 
＜知識財産権海関保護条例15＞ 
第二条 本条例にいう海関による知的財産権の保護とは、海関が輸出入の貨物に関して

中華人民共和国の法律、行政法規によって保護された商標権、著作権及び著作権に関

わる権利、専利権（以下、知的財産権と総称する）に対して実施する保護をいう。 

第三条 国家は知的財産権を侵害した貨物の輸出入を禁じる。海関は関連する法律及び

本条例の規定に基づき、知的財産権の保護を実施し、「中華人民共和国海関法」に規定

された関連の権力を行使する。 

 
（３）保護態様 
 ア 職権による保護 
  職権に基づく保護では、税関による輸出入貨物の監督管理過程において、税関は、税

関総署に登録されている知的財産権の侵害被疑品（貨物）に対し、主体的に差押、調査

及び処分を実施する。この場合、知的財産権の権利者は、自己の知的財産権について事

前に税関総署に登録をしなければならない（知的財産権海関保護条例第7条）。登録制度

については後述する。 
 
 イ 申立てに基づく保護 
  申立てに基づく保護では、権利侵害被疑貨物が輸出入されようとしている際に、知的

財産権の権利者による申立てに基づき、税関が権利侵害被疑貨物に対して差押えを実施

する（知的財産権海関保護条例第4条、第12条）。この場合、知的財産権の権利者は、事

前に税関に対して前記の登録をしておく必要はない。 
 
（４）税関登録制度 
  中国では、税関での職権に基づく差押等がなされるためには、知的財産権の権利者に

よる自己の知的財産権の事前登録が必要となる（上記4.1.1(3)ア参照）。 
  この事前登録は、知的財産権の権利者が中国税関の税関総署に所定の書式で記載され

た申請書を提出することにより行う。申請時の提出書類に記載すべき具体的な内容は、

以下のとおりである（知的財産権海関保護条例第7条）。 

                                            
14 「中国税関法」2000年 7月8日、日本貿易振興機構（ジェトロ）上海センター編、JETRO 中国ウェブサイト内、法律・

法規－行政法規ページ内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/law/pdf/trade_002.pdf （最終アク

セス日：2017年3月 13日） 
15 「中華人民共和国知的財産権海関保護条例 2010年3月24日改訂」独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）北京

センター知的財産権部編、JETRO 中国ウェブサイト内、法律・法規－行政法規ページ内、URL: https://www.jetro.go.
jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100324.pdf （最終アクセス日：2017年 3月 13日） 
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＜知的財産権海関保護条例16＞ 
第四条 知的財産権の権利者は海関に知的財産権の保護の実施を請求する場合には、海

関に保護措置を採る旨の申請をしなければならない。 
 
第七条 知的財産権の権利者は、この条例の規定により、自己の知的財産権の登録を税

関総署に申請することができる。登録を申請するときは、申請書を提出しなければな

らない。申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
（一）知的財産権の権利者の名称又は氏名、登録地又は国籍等 
（二）知的財産権の名称、内容及び関連情報 
（三）知的財産権の使用許諾の情況 
（四）知的財産権の権利者が知的財産権を合法的に行使する貨物の名称、生産地、出

入国地の税関、輸出入業者、主な特徴、価格等 
（五）既知の知的財産権侵害貨物の製造業者、輸出入業者、出入国地の税関、主な特

徴、価格等 
  前項に規定する申請書の内容に証書類があるときは、知的財産権の権利者は、証書

類を添付しなければならない。 

 
  提出書類に関しては、上記知的財産権海関保護条例第7条各号に掲げる以外にも、写

真等外観のわかる添付書類及び真正品と模倣品との識別に関する情報（例えば、真正品

と模倣品との差異を簡潔に説明したもの等）を提出することが求められる17。なお、登

録申請に必要な登録費用は、2015年11月1日より免除となっており、費用負担はない18。 
  登録に際しては、外国人がこれを行う場合、中国人の代理人により手続を行う必要が

ある。 
 
  税務総署は申請書類を受理した日から30営業日以内に登録の可否を決定する（知的財

産権海関保護条例第8条）。登録となった場合には、登録を許可した日から効力を生じ、

その有効期間は10年である。また知的財産権が有効であるときには、知的財産権の権利

者による更新登録申請により更新することができる（知的財産権海関保護条例第10条）。 

＜知的財産権海関保護条例19＞ 
第八条 海関総署は全ての申請書類を受領した日より30労働日以内に登録するか否か

を決定し、且つ書面により申請者に通知する。登録しない場合には、その理由を説明

しなければならない。以下に掲げる状況の一がある場合には、海関総署はこれを登録

しない。 
(1) 申請書類が完全でないか又は無効である場合 
(2) 申請人が知的財産権の権利者でない場合 

                                            
16 前掲脚注 15参照。 
17 本調査研究における調査票調査に基づく。 
18 本調査研究における調査票調査に基づく。 
19 前掲脚注 15参照。 

77



中国 

 

(3) 知的財産権が法律、行政法規による保護を受けられない場合 
 
第十条 知的財産権海関保護登録は海関総署が登録を認可した日より効力を生じ、有効

期間は10年とする。 
  知的財産権が有効であるときは、知的財産権の権利者は知的財産権海関保護登録の

有効期間の満了日前6ヶ月内に、海関総署に更新登録を申請することができる。毎次

の更新登録の有効期間は10年とする。 
  知的財産権海関保護登録の有効期間が満了しても更新を申請しなかった場合、又は

知的財産権が法律、行政法規の保護を受けなくなった場合には、知的財産権海関保護

登録は直ちに失効する。 

 
（５）税関における模倣品の差止から処分までの流れについて 
  以下では、職権による保護、及び申立てに基づく保護について、模倣品等の権利侵害

被疑品の差止から処分までの流れについて説明する。 
 

 ア 職権による差止の場合 
  職権による差止の場合、上記4.1.1(4)に記載のとおり、権利者による事前の登録が必要

となる。税関は、その後登録された知的財産の対象について、監視を開始し、侵害被疑

品を発見した場合、その侵害被疑品の通関を停止する。また、税関は、侵害被疑品を発

見した旨の通知を知的財産の権利者又はその代理人に通知する（知的財産税関保護条例

に関する実施弁法第21条）。 
  権利者は、通知を受けた商品についてそれが侵害品であると確認した場合、当該通知

の受理日から3業務日以内に税関に対し申請を行うとともに、担保を提供する必要があ

る（知的財産税関保護条例に関する実施弁法第22条、同法第23条）。なお、所定の期間

内に申請がない場合又は担保の提供がない場合、税関は通関を停止している当該侵害被

疑品を解放する。 
  税関は、権利者からの申請及び担保を受領すると、対象となる侵害被疑品を差押え、

その旨を権利者に通知するとともに、荷送人・輸出業者等に差押えの決定をした旨を通

知する。荷送人や輸出業者は、差押えされた通知を受け取った場合、これを不服とする

ときは、税関に対して申立てや関連証拠の提出をすることが可能である（知的財産権税

関保護条例に関する実施弁法第25条）。 
  税関は、その後、30業務日以内に調査を行い、その結果を権利者及び荷送人に通知す

る。調査により差し押さえた侵害被疑品が侵害品であると判断した場合は当該侵害被疑

品を没収し、侵害品ではない又は侵害であるか判断をすることができないと考える場合、

その侵害被疑品を解放し、その旨を権利者に通知する（知的財産権税関保護条例に関す

る実施弁法第28条）。 
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図 2 職権による水際取締りの場合の流れ20 

 
  侵害被疑品が侵害品であるとして没収した場合、税関は、当該侵害被疑品について以

下の措置をとることができる（知的財産権関税保護条例第27条）。 
 1) 社会公益事業に用いることができる 
   ・社会公益事業に用いるよう公共機構に引き渡す。 
 2) 知的財産権の権利者に買い上げる意思があるとき 
   ・有償で知的財産権の権利者に譲渡する。 
 3) 上記 2 つのいずれにも該当しないとき 
   ・権利侵害の特徴を削除後に、法に従って競売に掛ける。 
   ・権利侵害の特徴が削除できない場合は、税関により廃棄する 

（関連条文） 
＜「中華人民共和国知的財産権税関保護条例」に関する実施弁法21＞ 
第 4 章 職権による調査処理 
第 21 条 税関は輸出入貨物に対して監督管理を実施し、輸出入貨物が税関総署に登録

された知的財産権に関わり且つ輸出入業者あるいは製造業者が関係する知的財産権を

使用する状況が税関総署に登録されていないことを発見した場合、荷受発送人に対し

規定期限内に貨物の知的財産権状況を報告し、関連証明書類を提出するよう求めるこ

とができる。 
  荷受発送人が前項規定に沿って貨物の知的財産権状況を報告せず、関連証明書類を

提出しない、あるいは税関がその貨物が税関総署に登録されている知的財産権を侵害

すると認識する理由がある場合、税関は貨物の通過を中止させ、且つその旨を書面に

て知的財産権権利者に通知しなければならない。 
 
第 22 条 知的財産権権利者は、本弁法第 21 条が規定する税関による書面通知の送達日

から 3 営業日以内に下記の規定に沿って返答しなければならない。 

                                            
20 本調査研究における調査票調査に基づく。 
21 「「中華人民共和国知的財産権海関保護条例」に関する実施弁法」2009年 4月 17日公布、独立行政法人日本貿易振興

機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部編、JETRO 中国ウェブサイト内、法律・法規－行政法規ページ内、URL: 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20090417-1.pdf （最終アクセス日：2017年 3月

13日） 
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(1) 関連貨物が税関総署に登録した自分の知的財産権を侵害していると思われ且

つ関連貨物の差し押さえを税関に求めた場合、税関に対し権利侵害疑義貨物を差

し押さえる書面申請を提出し、且つ本弁法第 23 条あるいは第 24 条の規定に基づ

き担保を提供すること 
(2) 関連貨物が税関総署に登録した自分の知的財産権を侵害していないと思われ、

あるいは権利侵害疑義貨物の差し押さえを税関に求めない場合、書面にて理由を

税関に説明すること知的財産権権利者は税関の同意を得て、関連貨物を調べるこ

とができる。 
 
第23条 知的財産権権利者は本弁法第22条第1項(1)の規定に基づき権利侵害疑義貨物

の差し押さえを税関に求めた場合、以下の規定に沿って税関に担保を提供しなければ

ならない。（後略） 
 
第 25 条 知的財産権権利者が本弁法第 22 条第 1 項(1)の規定に基づき申請を提出し、本

弁法第 23 条、第 24 条の規定に基づき担保提供した場合、税関は権利侵害疑義貨物を

差し押さえ、その旨を書面にて知的財産権権利者に通知しなければならない。知的財

産権権利者が申請を提出していない場合、あるいは担保を提供しなかった場合、税関

は貨物を通過させなければならない。 
 
第 28 条 税関は差し押さえた権利侵害疑義貨物に対し調査を実施して貨物が関連知的

財産権を侵害しているかどうかの判断ができない場合、その旨を書面にて差し押さえ

た日から30営業日以内に知的財産権権利者と荷受発送人に通知しなければならない。

（後略） 

 
＜知的財産権海関保護条例22＞ 
第 27 条 差し押さえられた権利侵害被疑貨物が、税関の調査を経た後、知的財産権を

侵害していると認められたときは、税関は、これを没収する。 
  税関は、知的財産権侵害貨物を没収した後、知的財産権侵害貨物の情況を書面によ

り知的財産権の権利者に通知しなければならない。 
  没収された知的財産権侵害貨物が社会公益事業に用いることができるときは、税関

は、これを社会公益事業に用いるよう公共機構に引き渡さなければならない。知的財

産権の権利者に買い上げる意思があるときは、税関は、有償で知的財産権の権利者に

譲渡することができる。没収された知的財産権侵害貨物を社会公益事業に用いること

ができず、かつ、知的財産権の権利者に買い上げる意思がないときは、税関は、権利

侵害の特徴を削除した後、法に従って競売に掛けることができる。権利侵害の特徴を

削除することができないときは、税関は、知的財産権侵害貨物を廃棄しなければなら

ない。 

                                            
22 前掲脚注 15参照。 
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 イ 権利者の申立てによる差止の場合23 
  権利者の申立てに基づく差止の場合、上記のような、権利者による税関への事前登録

は不要である。知的財産権の権利者は、侵害被疑品が輸入又は輸出されようとしている

ことが判明した場合、当該侵害被疑品の差止を申請することができる（知的財産権海関

保護条例第12条）。このとき、権利者は、担保の提出をしなければならない。これは、

権利者による不適切な申請により、輸出者又は輸入者が被る損失を補償するためのもの

である。 
 
  税関は、申立て及び担保を受領したのち、侵害被疑品の検査を開始する。そして、侵

害被疑品を差し押さえた場合、その旨を権利者及び輸入者又は輸出者に通知する。 
  権利者は、税関からの通知を受領した場合、受領した日から30日以内に裁判所（人民

法院）へ提訴し、裁判所の受領通知書の写しを税関に提出しなければならない（特許の

場合）。これにより、特許の紛争は裁判所が処理を担当することになる。 
 
  税関は、差押えの旨の通知を発行してから20業務日以内に、裁判所（人民法院）から

権利侵害行為の停止の命令又は財産保全の執行協力通知を受けた場合は、これに協力し

なければならない（知的財産権海関保護条例第23条第2項、同条例第24条第1項(1)）。ま

た、税関は、差押えの旨の通知から30業務日以内に侵害行為を調査し、知的財産権の侵

害の有無について認定をしなければならない（知的財産権海関保護条例第20条）24。 
 
  税関が知的財産権の侵害行為があると認定した場合、税関は輸入者又は輸出者に対し

て罰の決定を行い、その決定結果を知的財産権者、輸入者又は輸出者に対して通知する。

その決定では、税関は侵害者に対し罰金を科し、侵害品を没収することができる。没収

等の処理については、上記4.1.1(5)アで説明したとおりである。 
  知的財産権者が費用等を提出した後、税関は権利者が提出した担保を返却する。 

 
図 3 権利者の申立てに基づく水際取締りの流れ25 

                                            
23 本調査研究における調査票調査に基づく。 
24 日本国 税関ウェブサイト内「中国・日本・韓国の水際取締制度 中国の制度（日本語版）」、第2頁、URL: http://ww

w.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/borderenforcement-cninjp.pdf （最終アクセス日：2017年 3月13日） 
25 本調査研究における調査票調査に基づく。 
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（関連条文） 
＜知的財産権海関保護条例26＞ 
第十二条 知的財産権の権利者は、権利侵害の疑義がある貨物が輸出入されようとして

いることを発見した場合には、貨物の出入境地の海関に権利侵害疑義貨物の差押えを

申請することができる。 
 
第十三条 知的財産権の権利者は、海関の権利侵害疑義貨物の差押えを申請する場合に

は、申請書及び関連証明文書を提出し、且つ権利侵害の事実があることを証明できる

十分な証拠を提出しなければならない。 
  申請書には以下に掲げる主な内容を含めなければならない。 

(1) 知的財産権の権利者の名称又は氏名、登録地又は国籍等 
(2) 知的財産権の名称、内容及びその関連情報 
(3) 権利侵害疑義貨物の荷受人及び荷送人の名称 
(4) 権利侵害疑義貨物の名称、規格等 
(5) 権利侵害疑義貨物の出入されうる貿易港、時間、運輸手段等 

  権利侵害疑義貨物が、登録された知的財産権を侵害する疑いがある場合には、申請

書に海関登録番号を記載しなければならない。 
 
第十四条 知的財産権の権利者は、海関による権利侵害疑義貨物の差押えを請求する場

合には、海関に貨物の価値を上回らない担保金を提供しなければならず、それをもっ

て不当申請により与えた荷受人、荷送人の損失、及び海関差押え後の貨物の倉庫貯蔵、

保管、及び処理の費用を支払う。知的財産権の権利者が貯蔵、保管費用を直接に倉庫

業者に支払う場合には、担保金より控除する。具体的な方法は別途海関総署が制定す

る。 
 
第十六条 海関は、輸出入貨物に登録された知的財産権を侵害する疑いがあることを発

見した場合には、書面により知的財産権の権利者に通知しなければならない。知的財

産権の権利者は送達の日より3労働日以内に本条例の第十三条の規定に基づき申請を

提出し、且つ本条例第十四条の規定に基づき担保金を提供した場合には、海関は権利

侵害疑義貨物を差押え、書面により知的財産権の権利者に通知し、且つ海関の差押え

証書を荷受人又は荷送人に送付しなければならない。知的財産権の権利者が期間を越

えても申請せず又は担保金を提供しない場合、海関は貨物を差押えてはならない。 
 
第二十条 海関は、輸出入貨物が登録された知的財産権を侵害する疑いがあることを発

見し且つ知的財産権の権利者に通知した後、知的財産権の権利者が海関に権利侵害疑

義貨物の差押えを請求する場合には、海関は差押えた日から30労働日以内に、差押え

られた権利侵害疑義貨物について知的財産権侵害の有無について調査し認定しなけれ

ばならない。認定できない場合には、書面により直ちに知的財産権の権利者に通知し

                                            
26 前掲脚注 15参照。 
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なければならない。 

 
（６）費用負担 
  税関における差止等にかかる費用は、知的財産権の権利者が負担する（知的財産権海

関保護条例第25条）。すなわち、権利者は、差止等により発生した倉庫での保管費用や

処理費用を負担する必要がある。 

＜知的財産権海関保護条例27＞ 
第二十五条 税関がこの条例の規定に基づいて権利侵害被疑貨物を差し押さえたとき

は、知的財産権の権利者は、関連する倉庫貯蔵、保管及び処理の費用を支払わなけれ

ばならない。 

 
  また、知的財産権の権利者は、侵害被疑貨物の差押の請求（第12条）の際に、当該貨

物の価値を上回らない担保金を支払う必要がある（知的財産権保護関税条例第14条）。

この担保金は、当該請求が不当なものであった場合（被疑貨物が権利者の権利を侵害し

ていなかった場合）に、荷受人及び荷送人に与えた損害の補償、又は税関が差し押さえ

た後の侵害被疑貨物の貯蔵、保管及び処理等の費用に充てられる。 
  また、権利侵害被疑貨物の荷受人又は荷送人は、当該貨物（自己の差押貨物）が知的

財産権者の権利を侵害していないと認める場合には、税関に対して当該貨物と等価の担

保金を支払って通過許可の申請をすることができる。このとき、知的財産権の権利者が

人民法院に訴えを提起しない場合には、担保金は返却される。 
 
（７）税関と権利者等との連携について 
  税関と知的財産権の権利者の連携として条例に規定されているものとしては、税関登

録制度（知的財産権保護関税条例第7条）や知的財産権の権利者による貨物差押の申請

（知的財産権保護関税条例第12条）がある。また、税関が差押貨物（権利侵害被疑貨物）

及びその状況を調査する際には、知的財産権の権利者及び当該貨物の荷受人又は荷送人

は、これに協力しなければならない（知的財産権保護関税条例第22条）。 
  その他に、税関では職員の能力向上のために、様々な研修を実施している。研修では、

知的財産権の権利者を招き、税関職員に対して権利者の取り組みについてプレゼンテー

ションをしたり、税関職員との意見交換をしたりする機会が設けられている28。 
  また、権利者は、税関のオンラインシステム29にユーザ登録を行い、自己の知的財産

権を登録することができる。権利者が輸入等を承諾した法人等をそのオンラインシステ

ムに登録すると、税関は登録された企業については差止の対象としない30。 

                                            
27 前掲脚注 15参照。 
28 本調査研究における調査票調査に基づく。 
29 （参考）「知識産権海関保護系統」中華人民共和国海関税署ウェブサイト内、URL: http://202.127.48.148/auth/Welcome.do 

（最終アクセス日：2017年 3月 13日） 
30 本調査研究における調査票調査に基づく。 
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（８）税関における模倣品の差止件数の統計調査について31 
  税関では2015年に調査が行われた。それによると、知的財産権の保護に関する措置は

25,000件実施され、23,000件以上の侵害被疑品（輸出入含む）の積荷が押収された。当

該商品は主に税関で任務中に押収された。2015年の税関での押収品の中での知的財産権

の種類は、商標権、特許権、著作権及び関連する権利を含む。商標権侵害が侵害品全体

の98%を占めた32。 
 
 
4.1.2 刑事措置の内容及び実施状況 
（１）概要 
  中国では、刑法及び各知的財産権の法律により刑事告訴が可能である。侵害行為自体

は専利法（特許権、実用新案権及び意匠権）、商標法、著作権法にそれぞれ規定され、

これらの行為に対する罰則が刑法により規定されている。刑法上の知的財産権の侵害に

対する罪は、第213条から第220条に規定されている。例えば、専利法において、刑法上

の罪に該当する行為は専利法第63条に規定されており、これに対応する罰則は刑法第

216条に規定されている。 
  以下では、特に、営業秘密の不正取得、不正ラベル・不正放送の故意の使用及び映画

盗撮に関して記載する。これらに関する規定に関しては表3のようになっている。 

 

表 3 営業秘密・不正ラベル等・映画盗撮に関する刑事措置の概要 
内容 罰則 刑事罰規定 

営業秘密の不正取得に 

関する刑事罰規定 
3年以下の有期懲役又は拘役、罰金を併科又は

単科 刑法第219条 

不正ラベル・不正包装の

故意の使用に関する 

刑事罰規定 

情状がひどい：3年以下の有期懲役又は拘役、

罰金を併科又は単科 
刑法第213条（不許諾）

情状が特に重大：3年以上7年以下の有期懲役、

罰金を併科 

販売金額が比較的大きい：3年以下の有期懲役

又は拘役、罰金を併科又は単科 
刑法第214条（詐称） 

販売金額が巨大：3年以上7年以下の有期懲役、

罰金を併科 

情状が重大：3年以下の有期懲役、拘役又は管制、

罰金を併科又は単科 刑法第215条 
（偽造、無断製造） 情状が特に重大：3年以上7年以下の有期懲役、

罰金を併科 

                                            
31 本調査研究における調査票調査に基づく。 
32 （参考）「2015 年中国海関知識産権保護状況」、中華人民共和国海関税署ウェブサイト内 URL: http://www.customs.

gov.cn/publish/portal0/tab49564/info795840.htm. （最終アクセス日：2017年3月 13日） 
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内容 罰則 刑事罰規定 

映画の盗撮に関する 

刑事罰規定 

違法所得金額が比較的大きい又はその他の情状

が重大：3年以下の有期懲役又は拘役、 罰金を

併科又は単科 
刑法第217条、 

違法所得金額が巨額又はその他の情状が極めて

重大：3年以上7年以下の有期懲役、罰金を併科

3年以下の有期懲役又は拘役、罰金を併科又は

単科 
刑法第218条（営利目的

で複製品を販売等） 

 
（２）営業秘密の不正取得に関する刑事罰規定 
 ア 刑事罰の規定について 
  営業秘密の不正取得に関する刑事罰は、刑法第219条に規定されている。営業秘密の

不正取得に関しては、専利法や商標法とは異なり、刑法において刑事罰と共に定義され

ている。ここで、中国の刑法におけるいわゆる営業秘密は、「商業秘密」といい、商業

秘密とは、「一般公衆に知られず、権利者のために経済的利益をもたらすことができ、

実用性を有し、かつ、権利者が秘密保持措置を講じた技術情報及び経営情報をいう。」（刑

法第219条第3項）とされている。以下、本章においてはいわゆる営業秘密を「商業秘密」

と表記する。 
 
  いわゆる商業秘密の不正取得については、商業秘密の侵害行為の一つとして、刑法第

219条第1項(1)において「窃盗、利益誘導、脅迫その他の不正な手段を用いて、権利者の

商業秘密を取得する行為」と定義されている。そして、当該行為に該当し、かつ商業秘

密の権利者に重大な損害を与えた場合は3年以下の有期懲役又は拘役となり、さらに罰

金が併科又は単科される。また、極めて重大な結果を生じさせた場合は、3年以上7年以

下の有期懲役及び罰金が併科される。 

＜中華人民共和国刑法33＞ 
第219条 以下に規定する商業秘密侵害行為の一つに該当し、商業秘密の権利者に重大

な損害を与えた場合は3年以下の有期懲役または拘役に処し、罰金を併科又は単科す

る；きわめて重大な結果を生じさせた場合は3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金

を併科する。 
  (1) 窃盗、利益誘導、脅迫その他の不正な手段を用いて、権利者の商業秘密を取得

する行為。 
  (2) 前号の手段を用いて取得した権利者の商業秘密を開示、使用または他人が使用

することを許諾する行為。 
  (3) 約束に違反し、または権利者の商業秘密の保持に関する要求に反して、自己が

保有する商業秘密を開示、使用しまたは他人が使用することを許諾する行為。 

                                            
33 本法の日本語訳は、独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部編「中華人民共和国刑法（抄

録） 1997年3月 14日改正」に基づく。URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulati
on/19970314.pdf （最終アクセス日：2017年3月 13日） 
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  前項に掲げる行為であることを知りまたは知るべきである場合、他人の商業秘密を

取得、使用しまたは開示したものは、商業秘密侵害罪として処する。 
  本条に言う商業秘密とは、一般公衆に知らず、権利者のために経済的利益をもたら

すことができ、実用性を有し、かつ、権利者が秘密保持措置を講じた技術情報または

経営情報をいう。 
  本条にいう権利者とは、商業秘密の所有者及び商業秘密の所有者の許諾を得た商業

秘密の使用者をいう。 

 
 イ 文言の定義について 
  刑法第219条の規定のうち、「権利者に重大な損失をもたらす」場合、及び「特に重大

な結果をもたらす場合」については、下記の司法解釈第七条において解釈規定が設けら

れている。詳細には、商業秘密の権利者に50万元以上の損失額をもたらす場合、「権利

者に重大な損失をもたらす」場合に含まれるとし、商業秘密の権利者に250万元以上の

損失をもたらす場合、「権利者に重大な結果もたらす」場合に含まれるとされている。 

＜最高人民法院 最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理につい

ての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈34＞ 
第七条 刑法第219条規定の行為の一つを実施し、商業秘密の権利者に50万元以上の損

失額をもたらす場合、「権利者に重大な損失をもたらす」場合に属し、商業秘密侵害罪

で3年以下の有期懲役又は拘留、且つ、単独にもしくは合わせて罰金を処する。 
  商業秘密の権利者に250万元以上の損失をもたらす場合は、刑法第219条規定の「特

に重大な結果をもたらす」場合に属し、商業秘密侵害の罪で3年以上、7年以下の有期

懲役、且つ、単独にもしくは合わせて罰金を処する。 

 
 ウ 商業秘密の不正取得に関する民事上及びその他の救済について 
  商業秘密の不正取得については、反不正当競争法においても、不正競争行為として定

義され、当該行為に該当する場合、民事上の救済や行政罰が科される。 
 
  反不正当競争法では、第10条において、不正競争行為の一つとして商業秘密に関する

侵害行為が規定されており（反不正当競争法第10条第1項）、商業秘密の不正取得はその

一つにあたる（反不正当競争法第10条第1項(1)）。行為者の行為が商業秘密の侵害行為に

該当する場合、民事上の救済として損害賠償請求が認められており（反不正当競争法第

20条）、また、行政上の処分として、違法行為の停止及び情状によって1万元以上20万元

以下の科料が科される（反不正当競争法第25条）。 
  なお、反不正当競争法でも商業秘密が定義されている。反不正当競争法における「商

                                            
34 日本語訳は、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部編「最高人民法院 最高人民検察院

による知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈 2004年 12月 8
日発布」に基づく。URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20041208.pdf （最終

アクセス日：2017年 3月13日） 
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業秘密」とは、「公衆に知られていない、権利者に経済利益をもたらすことのできる、

実用性を有する、かつ、権利者が秘密保守措置を取った技術情報及び経営情報をいう。」

（反不正当競争法第10条第3項）とされている。 

＜反不正当競争法35＞ 
第10条 事業者は以下に記載する手段を用い商業秘密を侵害してはならない。 
  (1) 窃盗、誘引、脅迫またはその他の不正手段をもって権利者の商業秘密を獲得す

ること。 
  (2) 前項に定める手段を用いて獲得した権利者の商業秘密を披露、使用しまたは他

人に使用を許諾すること。 
  (3) 取り決めまたは権利者の商業秘密保守に関する要求に違反して具有している

商業秘密を披露し使用し、或いは他人に使用を許諾すること。 
 第三者は前項に該当する違法行為であることを知りながら或いは知りうる場合、他

人の商業秘密を獲得し使用し或いは披露した場合、商業秘密を侵害するとみなされる。

 本条において商業秘密とは公衆に知られていない、権利者に経済利益をもたらすこ

とのできる、実用性を有する、かつ、権利者が秘密保守措置を取った技術情報及び経

営情報をいう。 
 
第20条 事業者は本法に違反して被害事業者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負わ

なければならない。被害事業者に対する損失が計算しにくい場合、賠償額は侵害者が

侵害期間に侵害行為により得た利潤とする。また、被害事業者が自分の合法的な権益

を侵害した当該事業者の不正競争行為を調査したため支出した合理的な費用を負担し

なければならない。 
 被害事業者はその合法的な権益が不正競争行為により損失を受けた場合、人民法院

に訴えを提起することができる。 
 
第25条 本法第10条に違反して商業秘密を侵害した場合、監督検査部門は違法行為の停

止を命じなければならず、情状によって1万元以上20万元以下の科料を科することがで

きる。 

 
（３）不正ラベル・不正包装の故意の使用に関する刑事罰規定 
 ア 刑事罰の規定について 
  不正ラベル及び不正包装の故意の使用に関しては、商標権侵害に該当し、当該侵害行

為は商標法第59条に規定され、当該侵害行為に対する罰則規定は、刑法の第213条、第

214条及び第215条に規定されている36。これらの規定によれば、侵害行為のうち「情状

のひどいもの」ついては、3年以下の有期懲役又は拘役となり、罰金が併科又は単科さ

                                            
35 本法の日本語訳は、独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部編「中華人民共和国反不正

当競争法 1993年 9月2日公布」に基づく。URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regul
ation/19930902_rev.pdf （最終アクセス日：2017年 3月13日） 

36 本調査研究における調査票調査に基づく。 
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れる。また、特に被害金額が大きい等、情状が重大となるような場合は、3年以上7年以

下の有期懲役となり、罰金が併科される。 

＜中華人民共和国刑法37＞ 
第213条 登録商標権者の許諾を得ずに、同一種類の商品にその登録商標と同一の商標

を使用し、情状がひどいものは3年以下の有期懲役または拘役に処し、罰金を併科又

は単科する。情状が特に重大であるものは3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を

併科する。 
 
第214条 登録商標を詐称した商標であることを知りながら販売し、販売金額が比較的

大きいものは3年以下の有期懲役又は拘役に処し、罰金を併科又は単科する。販売金

額が巨大である場合は3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。 
 
第215条 他人の登録商標を偽造し、無断で製造し、または偽造若しくは無断で製造さ

れた登録商標の標識を販売し、情状が重大であるものは3年以下の有期懲役、拘役又

は管制に処し、罰金を併科又は単科する。情状が特に重大である場合は3年以上7年以

下の有期懲役に処し、罰金を併科する。 

 
＜商標法38＞ 
第59条 登録商標に、この商品の通用名称、図形、規格、若しくは商品の品質、主要原

材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表すものを含むとき、又は

地名を含むときは、登録商標専用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しな

い。 
  立体標章の登録商標に、商品自体の性質による形状、技術的効果を得るために必要

な商品の形状、又は商品に実質的価値を持たせるための形状を含むときは、登録商標

専用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。 
  商標登録者が商標登録を出願する前に、他人が既に同一又は類似の商品について、

商標登録者よりも先に、登録商標と同一又は類似し、かつ一定の影響を有する商標を

使用しているときは、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲において当該

商標を引き続き使用することを禁止する権利を有しない。ただし、適切な区別用標章

を加えるよう要請することができる。 

 
 
 
 

                                            
37 前掲脚注 33参照。 
38 本法の日本語訳は、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部編「中華人民共和国商標法

2013年 8月30日改正 2014年5月 1日施行」に基づく。URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip
/law/pdf/regulation/20140501_rev.pdf （最終アクセス日：2017年 3月 13日） 
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 イ 文言の定義について 
 （ア）刑法第213条における文言の定義について 
  刑法第213条の規定にあるいくつかの文言については、下記の司法解釈により、より

詳しい定義が定められている。まず、刑法第213条における「同一商標」及び「使用」

とは、以下のように規定されている。 

＜最高人民法院 最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理につい

ての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈39＞ 
第八条 刑法第213条規定の「同一商標」とは、被虚偽登録商標と完全に同一するか、

又は被虚偽登録商標と視覚上、根本的に区別がなく、公衆に商標の誤認を生じさせる

のに十分である商標をいう。 
  刑法第213条規定の「使用」とは、登録商標又は虚偽登録商標を商品、商品の包装

又は容器、ならびに製品説明書、商品取引文書に使用するか、もしくは登録商標又は

虚偽登録商標を公告宣伝、展覧、ならびにその他の商業活動等の行為に使用すること

をいう。 

 
  加えて、さらに、「同一種類の商品」及び「その登録商標と同一の商標」であるか否か

の認定について、以下のような規定がある（最高人民法院、最高人民検察院、公安部、

司法部 知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する意見 五
及び六）。 

＜最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部 知的財産権侵害刑事事件の処理に

おける法律適用の若干問題に関する意見40＞ 
五、刑法213条に定められた「同一種類の商品」の認定について 
  同一名称の商品、そして同一でなくても、同じ物を指す名称の商品は、「同一種類の

商品」と認定することができる。「名称」とは、国家工商行政管理総局商標局が商標登

録業務において商品に使用する名称を言う。通常、「ニース協定に基づく標章の登録の

ための商品およびサービスの国際分類」に定められている商品名となる。「同一でなく

ても、同じ物を指す名称の商品」とは、機能や目的、主な原料、消費対象、販売経路

などが同一又はほぼ同一のもので、関連公衆には同一種類の物と一般的に認められて

いる商品を言う。 
  「同一種類の商品」の認定には、権利者の登録商標の指定商品と行為者が実際に生

産販売している商品とを比較するものとする。 
 

六、刑法213条に定められた「その登録商標と同一の商標」の認定について 
  次に掲げる項目の何れかに該当した場合、「その登録商標と同一の商標」と認定する

                                            
39 前掲脚注 34参照。 
40 日本語訳は、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部編「最高人民法院、最高人民検察

院、公安部、司法部 知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する意見 2011年1月 12日発

表」に基づく。URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20110112.pdf （最終アク

セス日：2017年3月 13日） 
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ことができる。 
（一）登録商標の字体やアルファベットの大文字と小文字又は文字の横・縦配列を改

変し、登録商標と軽微な相違しかない場合 
（二）登録商標の文字、アルファベット、数字などの間隔を改変しており、登録商標

の顕著な特徴を表現するには影響を及ぼさない場合 
（三）登録商標の色を改変している場合 
（四）その他登録商標とは視覚上でほぼ差異がなく、公衆をミスリードするのに充分

な商標である場合。 

 
  さらに、「情状がひどいもの」及び「情状が特に重大であるもの」については、「最高

人民法院最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具

体的な法律適用に関する若干問題の解釈」第一条41に以下のように定義されている。刑

法第213条における「情状がひどいもの」とは、幾つかの状況が提示されており、例え

ば、不法経営金額が5万元以上又は不法所得金額が3万元以上の場合をいう。 
  また、刑法第213条における「情状が特に重大であるもの」とは、先ほどの例でいう

と、不法経営金額が25万元以上、又は違法所得金額が15万元以上の場合をいい、金額的

により大きな被害が生じている場合を指す。 

＜最高人民法院 最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理につい

ての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈42＞ 
第一条 登録商標所有者の許諾を得ず、同一商品上にその登録商標と同一商標を使用し、

以下に掲げる情状の一つがある場合には、刑法第213条規定の「情状がひどいもの」

に属し、登録商標虚偽表示罪で3年以下の有期懲役又は拘留し、単独にもしくは合わ

せて罰金を処する。 
  （一）不法経営金額が5万元以上又は違法所得金額が3万元以上の場合 
  （二）二種類以上の登録商標を虚偽表示し、不法経営金額が3万元以上又は不法所

得金額が2万元以上の場合 
  （三）その他の情状がひどい場合 
  以下に掲げる情状がある場合には、刑法第213条規定の「情状がひどい」43場合に属

し、登録商標虚偽表示罪で3年以上、7年以下の有期懲役、且つ、罰金を処する。 
（一）不法経営金額が25万元以上又は違法所得金額が15万元以上の場合 
（二）二種類以上の登録商標を虚偽表示し、不法経営金額が15万元以上又は違法所

得金額が10万元以上の場合 
（三）その他の情状がひどい場合 

 

                                            
41 前掲脚注 34参照。 
42 前掲脚注 34参照。 
43 前掲脚注 34に示す翻訳文では「情状がひどい」と記載してあるが、文脈上、刑法第213条の「情状が特に重大である

もの」であると思われる1844 前掲脚注34参照。 
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（イ）刑法第214条における文言の定義について 
  刑法第214条の規定にあるいくつかの文言については、下記の司法解釈により、より

詳しい定義が定められている。まず、刑法第214条における「金額が比較的大きい」場

合及び「金額がきわめて大きい」場合とは、以下のように定義されており、いずれも被

害が大きくなるにつれて厳しい罰則が適用される。 

＜最高人民法院 最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理につい

ての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈44＞ 
第二条 虚偽登録商標と知りながら販売し、販売金額が5万元以上の場合は、刑法214条
規定の「金額が比較的大きい」場合に属し、虚偽登録商標の商品販売罪で3年以下の有

期懲役又は拘留、且つ、単独にもしくは合わせて罰金を処する。 
  販売金額が25万元以上の場合は、刑法第214条規定の「金額がきわめて大きい」場

合に属し、虚偽登録商標の商品販売罪で3以上、7年以下の有期懲役、且つ、罰金を処

する。 
 
第九条 刑法第214条規定の「販売金額」とは、虚偽登録商標の商品を販売後に取得及

び得られるべきすべての違法収入をいう。 
  以下に掲げる情状の一つがある場合には、刑法第214条規定の「知りながら」の場

合に属すと認定しなければならない。 
  （一）自己で販売する商品上の登録商標が改さん、交換されるか又はカバーされて

いることを知っている場合 
  （二）虚偽登録商標の商品を販売することにより行政処罰を受けたことがあるか、

又は民事責任を負わせたことがあり、再び同一の虚偽登録商標の商品を販売す

る場合 
  （三）商標登録者の授権文書を偽造し、改さんするか、又は当該文書が偽造され、

改さんされたものであることを知る場合 
  （四）その他に虚偽登録商標の商品状況を知るか、又は知るべき場合 

 
（ウ）刑法第215条における文言の定義について 
  刑法第215条の規定にあるいくつかの文言についても、上記刑法第213条及び第214条
と同様に、下記の司法解釈により、より詳しい定義が定められている。刑法第215条に

おける「情状がひどい」場合及び「情状が特にひどい」場合とは、以下のように定義さ

れ、いずれも情状が態様に応じて重い罰則が適用される。 

＜最高人民法院 最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理につい

ての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈45＞ 
第三条 他人の登録商標標識を偽造、無断製造又は偽造、無断製造した登録商標標識を

販売し、以下に掲げる情状の一つがある場合には、刑法215条規定の「情状がひどい」

                                            
44 前掲脚注 34参照。 
45 前掲脚注 34参照。 
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場合に属し、登録商標標識の不法製造、不法販売罪で3年以下の有期懲役、拘留又は

管制、且つ、単独にもしくは合わせて罰金を処する。 
 （一）偽造、無断製造又は偽造、無断製造した登録商標標識の販売数が2万件以上、

もしくは不法経営金額が5万元以上、又は違法所得金額が3万元以上の場合 
 （二）偽造、無断製造又は二種類以上の偽造、無断製造した登録商標標識の販売数が

1万件以上、もしくは不法経営金額が3万元以上、又は不法所得金額が2万元以上

の場合 
 （三）その他の情状がひどい場合 
  以下に掲げる情状の一つがある場合には、刑法第215条規定の「情状が特にひどい」

場合に属し、不法製造、不法製造の登録商標標識の販売罪で3年以上、7年以下の有期

懲役、且つ、罰金を処する： 
 （一）偽造、無断製造又は偽造、無断製造した登録商標標識の販売数が10万件以上、

もしくは不法経営金額が25万元以上、又は違法所得金額が15万元以上の場合 
 （二）偽造、無断製造又は二種類以上の偽造、無断製造した登録商標標識の販売数が

5万件以上、又は不法経営金額が15万元以上、もしくは違法所得金額が10万元以上

の場合 
 （三）その他の情状が特にひどい場合 
 
第九条 刑法第214条規定の「販売金額」とは、虚偽登録商標の商品を販売後に取得及

び得られるべきすべての違法収入をいう。 
  以下に掲げる情状の一つがある場合には、刑法第214条規定の「知りながら」の場

合に属すと認定しなければならない。 
 （一）自己で販売する商品上の登録商標が改さん、交換されるか又はカバーされてい

ることを知っている場合 
 （二）虚偽登録商標の商品を販売することにより行政処罰を受けたことがあるか、又

は民事責任を負わせたことがあり、再び同一の虚偽登録商標の商品を販売する場合

 （三）商標登録者の授権文書を偽造し、改さんするか、又は当該文書が偽造され、改

さんされたものであることを知る場合 
 （四）その他に虚偽登録商標の商品状況を知るか、又は知るべき場合 

 
＜最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部知的財産権侵害刑事事件の処理にお

ける法律適用の若干問題に関する意見46＞ 
九、他者による偽造、無断製造した登録商標標識の販売に当たる犯罪事件における未販

売又は一部販売済みの場合の罪の判定について 

  他者が偽造、無断製造した登録商標標識を販売するときは、次に掲げる項目の何れ

かに該当する場合、刑法215条の規定に準拠して、登録商標標識の不法製造、不法販

                                            
46 前掲脚注 40参照。 
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売罪（未遂）と判定して処罰を与える。 
（一）まだ販売していない他者による偽造や無断製造の登録商標標識数が6万点以上

である場合 
（二）まだ販売していない他者による偽造や無断製造の2種類以上の登録商標標識数

が3万点以上である場合 
（三）他者が偽造、無断製造した登録商標標識を一部販売したもので、販売された分

の標識の数は2万点未満だが、まだ販売されていない分の表示との合計数が6万点

以上である場合 
（四）他者が偽造、無断製造した2種類以上の登録商標標識を一部販売し、販売され

た分の標識数は1万点未満だが、まだ販売されていない分の標識との合計数が3万
点以上である場合 

 
（４）映画盗撮に関する刑事罰規定について 
 ア 刑事罰の規定について 
  映画の盗撮は、盗撮に関する規定は特になく、一般的な著作権侵害行為として、各規

定が適用される。当該行為は映画の複製行為に該当し、これに対する刑罰は刑法第217
条に規定されている。なお、被害が巨額である場合は、さらに刑罰が加重される（刑法

第218条）。著作権侵害についても、特許権や商標権と同様に、著作権法で侵害行為が規

定され、これに対する罰則は刑法で定められている。映画の盗撮に係る著作権侵害行為

は、著作権法第48条第1項四に規定されており、罰則が刑法第217条に規定されている。 

＜中華人民共和国刑法47＞ 
第217条 営利を目的とし、次に掲げる著作権侵害行為の一つを実施し、違法所得金額

が比較的大きいまたはその他の情状が重大である場合は、3年以下の有期懲役または

拘役に処し、罰金を併科又は単科する。違法所得金額が巨額である場合またはその他

の情状がきわめて重大である場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を併科

する。 
  (1) 著作権者の許諾を得ずに、その文字作品、音楽、映画、テレビ、ビデオ作品、

コンピュータソフトウェア及びその他の作品を複製発行した場合。 
  (2) 他人が専有出版権を享有する図書を出版した場合。 
  (3) 録音録画製作者の許諾を得ずに、その者が製作した録音録画の著作物を複製発

行した場合。 
  (4) 他人の署名を盗用した美術作品を制作し、販売した場合。 
 
第218条 営利を目的とし、本法第217条で規定した権利侵害複製品を販売し、違法所得

が巨額である場合は3年以下の有期懲役または拘役に処し、罰金を併科又は単科する。

 

                                            
47 前掲脚注 33参照。 
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＜著作権法48＞ 
第48条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、影響

の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。同時に公共の利益を

損害したものは、著作権行政管理部門がその権利侵害行為の停止を命じ違法所得を没

収し、権利侵害にかかる複製品を没収、破棄し、かつ罰金に処することができる。情

状が深刻な場合には、著作権行政管理部門は、更に主に権利侵害にかかる複製品の制

作に用いられた材料、工具、設備等を没収することもできる。犯罪を構成する場合は、

法により刑事責任を追及する。 
（中略） 
  四 録音録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音録画製品を複製、発行し、

或いは情報ネットワークを通じて公衆に伝達した場合、但し本法に別途規定があ

る場合はこの限りでない。 
（後略） 

 
 イ 文言の定義について 
（ア）刑法第217条における文言の定義 
  ここで、刑法第217条の規定にあるいくつかの文言についても、上記と同様に、下記

の司法解釈により、より詳しい定義が定められている。刑法第217条における「違法所

得金額が比較的大きい」場合及び「その他の重大な情状を有する」場合とは、以下のよ

うに定義されている。 

＜最高人民法院 最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理につい

ての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈49＞ 
第五条 営利を目的とし、刑法第217条で掲げる著作権侵害行為の一つを実施し、違法

所得金額が3万元以上の場合は、「違法所得金額が比較的大きい」場合に属す；以下に

掲げる情状の一つがある場合には、「その他の重大な情状を有する」場合に属し、著

作権侵害罪で3年以下の有期懲役又は拘留、且つ、単独にもしくは合わせて罰金を処

する。 
（一）不法経営金額が5万元以上の場合 
（二）著作権者の許諾を得ず、その文字作品、音楽を複製し、発行する場合映画、テレ

ビ、ビデオ作品、コンピュータソフトウェア及びその他の作品、複製品の数量の合計

が1000枚（部）以上の場合 
（三）その他の情状がひどい場合 
  営利を目的とし、刑法第217条で掲げる著作権侵害行為の一つを実施し、違法所得

金額が15万元以上の場合は、「違法所得金額がきわめて大きい」場合に属す；以下に

掲げる情状の一つがある場合には、「その他の特にひどい情状を有する」場合に属し、

                                            
48 本法の日本語訳は、独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部編「中華人民共和国著作権

法 2010年 2月 26日改正」の該当部分を参考した。URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/
pdf/regulation/20100226.pdf （最終アクセス日：2017年 3月13 日） 

49 前掲脚注 34参照。 
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著作権侵害罪で3年以上、7年以下の有期懲役、且つ、単独にもしくは合わせて罰金を

処する。 
（一）不法経営金額が25万元以上の場合 
（二）著作権者の許諾を得ず、その文字作品、音楽を複製し、発行する場合映画、テレ

ビ、ビデオ作品、コンピュータソフトウェア及びその他の作品、複製品の数量の合計

が5000枚（部）以上の場合 
（三）その他の特に情状がひどい場合 
 
第十一条 有料広告等の掲載により直接的又は間接的に費用を受領する状況は、刑法第

217条規定の「営利を目的とする」場合に属す。刑法第217条規定の「著作権者の許諾

を得ず」とは、著作権者の授権を得ていないか、又は著作権者の授権許諾文書を偽造

し、改さんするか、もしくは授権許諾範囲を超えることをいう。インターネット情報

を通じ、公衆に他人の文字作品、音楽、映画、テレビ、ビデオ作品、コンピュータソ

フトウェア及びその他の作品を発布する行為は、刑法第217条規定の「複製発行」と

みなさなければならない。 
 
第十四条 刑法第217条に規定される著作権侵害犯罪を実施し､且つ、当該権利侵害複製

品を販売し､犯罪をなした場合には､刑法第217条の規定により､著作権侵害犯罪とし

て処罰する。刑法第217条に規定される著作権侵害犯罪を実施し､且つ、他人の権利侵

害複製品を知っていながら販売し､犯罪をなした場合に､数罪併科を処する。 

 
  また、刑法第217条における「その他の情状がひどい場合」、「その他の特にひどい情

状を有する」場合、及び「複製発行」は以下のように定義されている。 

＜最高人民法院最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理につい

ての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈（2）50＞ 
第1条 営利を目的とし、著作権者の許可を経ず、その文字作品、音楽、映画、テレビ、

録画映像作品、コンピュータソフトウェアおよびその他作品を複製発行し、その複製

品の合計数量が500枚（部）以上の場合は、刑法第217条に規定する「その他の情状が

ひどい場合」に該当する。複製品の合計数量が2500枚（部）以上の場合は、刑法第217
条に規定する「その他の特にひどい情状を有する」に該当する。 

 
第2条 刑法第217条の著作権侵害罪の「複製発行」とは、複製、発行若しくは複製し発

行する行為を含む。権利を侵害する製品の所有者が、広告、予約販売などの方法で権

利侵害品を売り込んだ場合、刑法第217条に定める“発行”に該当する。他人の作品を違

                                            
50 日本語訳は、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産権部編「最高人民法院 最高人民検察院

による知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈（2） 2007年 4
月5日公布」に基づく。URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20070405.pdf （最

終アクセス日：207年 3月13日） 
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法に出版、複製、発行し、犯罪をなした場合には､著作権侵害罪として処罰する。 

 
  さらに、刑法第217条の「発行」、「その他重大な情状」、「その他極めて重大な情状」

は以下のように定義されている。 

＜最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部 知的財産権侵害刑事事件の処理に

おける法律適用の若干問題に関する意見51＞ 
十二、刑法217条に定められた「発行」の認定及び関連問題について 
 「発行」には、総発行、卸売、小売、情報ネットワークを介した発信及び賃貸、展

示販売などの活動が含まれる。 
 他者の作品の不法出版や複制、発行で、著作権を侵害し犯罪となる場合は、著作権

侵害罪と判定して処罰を与える。不法経営罪などその他の犯罪として認定しない。 

十三、情報ネットワークを介した権利侵害作品発信行為の罪の判定と処罰の基準につい

て営利を目的とし、著作権者による許諾を得ずに、情報ネットワークを介し他者の文

字作品、音楽、映画、テレビ、美術、撮影、録画作品、録音録画製品、コンピュータ

ソフトウェア及び他の作品を公衆向けに発信するもので、次に掲げる項目の何れかに

該当する場合、刑法217条に定められた「その他重大な情状」に該当する。 
（一）不法経営額が5万元以上である場合 
（二）他者の作品を発信した数が合計ベースで500点（部）以上である場合 
（三）発信した他者の作品への実際のクリック数が5万回以上である場合 
（四）会員制で他者の作品を発信しており、登録会員が1000人以上である場合 
（五）金額又は数量は（一）号から（四）号に定めた基準に達していないが、うちの二

つ以上の号の基準の半分以上にそれぞれ達した場合 
（六）その他重大な情状の場合 
  前項に定めた行為を実施し、金額や数量は前項（一）号から（五）号に定めた基準

の5倍以上に達した場合、刑法217条に定められた「その他極めて重大な情状」に該当

する。 

 
（イ）刑法第218条における文言の定義 
  刑法第218条の規定にある「違法所得金額がきわめて大きいもの」の語についても、

上記と同様に、下記の司法解釈により、より詳しい定義が定められている。 

                                            
51 前掲脚注 40参照。 
52 前掲脚注 34参照。 

＜最高人民法院 最高人民検察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理につい

ての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈52＞ 
第六条 営利を目的とし、刑法第218条規定の行為を実施し、違法所得金額が10万元以

上の場合は、「違法所得金額がきわめて大きいもの」に属し、権利侵害複製品の販売
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（５）模倣被害に対する刑事措置に関する統計調査について 
  最高人民法院は、「中国の裁判所における知的財産権の保護」（白書）という報告書を

作成している。この報告は毎年作成されており、例えば、2011年から2015年までの刑事

事件の告訴が行われた件数の推移は以下のとおりである。 

表 4 刑事事件（初審）の件数の推移 

年 刑事事件数 
（初審） 内、知的財産関連 違法製造、 

偽造品他関連 

2015年53 10,975件 4,913件（-6.28%） 商標：  4,358件 
著作権：  504件 3,925件（-1.03%） 

2014年54 11,088件 5,242件（+4.4%） 商標：  4,447件 
著作権：  735件 3,966件（+61.55%） 

2013年55 9,331件 5,021件（-35.96%） 商標：  3,473件 
著作権：1,484件 2,455件（-5.83%） 

2012年56 13,104件 7,840件（+150.16%）
商標：  4,664件 
著作権：－ 2,607件（+236.82%） 

2011年57 5,707件 3,134件（+142.19%）
商標：  2,417件 
著作権：－   774件（+29.87%） 

 
 
4.1.3 民事措置の内容及び実施状況 
（１）概要 
  中国では、中華人民共和国民法通則及び各知的財産権の法律の規定により民事による

救済を求めることができる。専利権（特許権、実用新案権及び意匠権）の侵害に対して

は、権利者は、侵害行為の差止、損害賠償及び合理的支出の補償の救済を求めることが

できる。商標権の侵害に対しては、侵害行為の差止命令、侵害品若しくは侵害品の製造

に使用された専用部品等の没収と廃棄命令、罰金、損害賠償、及び合理的支出の補償と

いった救済を受けられる。 
  以下では、特に、模倣被害に対する損害賠償制度、追加的損害賠償制度について記載

する。 
                                            
53 「中国法院知識産権司法保護状況（2015）全文」、捜狐（Sohu）ウェブサイト内、URL: http://mt.sohu.com/2016042

1/n445409528.shtml （最終アクセス日：2017年 3月 13日） 
54 「中国法院知識産権司法保護状況（2014）」（White Paper on the Status of the Judicial Protection of Intellectual 

Property Rights in Chinese Courts in 2014 (released by the Supreme People’s Court of the People's Republic of 
China on April 20, 2015)), World International Property Organization (WIPO), WIPO Lex ウェブサイト内、URL: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15689 （最終アクセス日：2017年 3月 13日） 

55 「中国法院知識産権司法保護状況（2013）」、中華人民共和国最高人民法院ウェブサイト内、人民法院知識産権審判ネッ

トワークURL: http://zscq.court.gov.cn/bhcg/201404/t20140425_195314.html （最終アクセス日：2017年3月 13日） 
56 「中国法院知識産権司法保護状況（2012）英文」、中華人民共和国最高人民法院ウェブサイト内、人民法院知識産権審

判ネットワークURL: http://zscq.court.gov.cn/bhcg/201304/t20130426_183662.html （最終アクセス日：2017年 3月

13日） 
57 「中国法院知識産権司法保護状況（2011）中英文」、中華人民共和国最高人民法院ウェブサイト内、人民法院知識産権

審判ネットワークURL: http://zscq.court.gov.cn/bhcg/201304/t20130407_183080.html （最終アクセス日：2017年 3
月 13日） 

罪で3年以下の有期懲役又は拘留、且つ、単独にもしくは合わせて罰金を処する。 
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表 5 民事措置の概要 
内容 損害賠償の内容 規定 

法定損害賠償 

専利：実際の損失額、侵害者利益、実施料相当額の

倍数（侵害制止のための合理的な費用を含む）

又は1万元以上100万元以下 
専利法第60条、同法第65条 

商標：実際の損失額、侵害者利益、実施料相当額の

倍数（侵害制止のための合理的な費用を含む）

又は30万元以下 
商標法第60条、同法第63条 

著作権：実際の損失額、侵害者利益、使用許諾料の

倍数（侵害制止のための合理的な費用を含む）

又は50万元以下 
著作権法第49条 

追加的損害賠償 

専利：特になし － 

商標：確定した額の1から3倍を賠償額とすること

ができる。 商標法第63条第1項 

著作権：特になし － 

 
（２）模倣品被害に対する損害賠償制度について 
  専利（特許、実用新案及び意匠）、商標及び著作権について、それぞれ侵害行為に対す

る損害賠償が可能である。 
  商標の場合、まず当事者間による協議により解決を図るが、当事者に協議する意向が

ない又は協議が成立しない場合は、人民法院に提訴することができる（商標法第60条第

1段落）。損害賠償額は、権利者が侵害により受けた損失により確定する。損失を確定で

きない場合は、侵害者が侵害行為により得た利益とすることができ、当該利益を確定す

ることができない場合は使用許諾量の倍数を参照して合理的に確定する（商標法第63条
第1段落）。さらに、権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利

益、登録商標の使用許諾料を確定することが困難なときは、人民法院は、侵害行為の情

状に応じて、300万元以下の賠償支払を命じることができる（第63条第三段落）。 

＜商標法58＞ 
第六十条 この法律の第五十七条に定める登録商標専用権を侵害する行為のいずれかが

あり、紛争が生じたときは、当事者の協議により解決する。協議する意向がないとき、

又は協議が成立しないときは、商標登録者又は利害関係者は、人民法院に提訴するこ

ともできれば、工商行政管理部門に処理を請求することもできる。 
（第二段落省略） 
  商標専用権侵害の賠償額に関する争議において、当事者は、処理を行う工商行政管

理部門に調停を請求することもできれば、「中華人民共和国行政訴訟法」により人民法

院に提訴することもできる。工商行政管理部門の調停を経ても当事者が合意に達しな

いとき、又は調停書の効力が生じた後に履行されないときは、当事者は、「中華人民共

和国民事訴訟法」により人民法院に提訴することができる。 
 

                                            
58 前掲脚注 38参照。 
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第六十三条 商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に

より確定する。実際の損失を確定することが困難なときは、侵害者が侵害により得た

利益により確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定するこ

とが困難なときは、当該商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。悪意

により商標専用権を侵害し、情状が重大なときは、上述の方法により確定した金額の

1倍以上3倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑

止するために支払った合理的な支出を含まなければならない。 
  人民法院は、賠償額を確定するために、既に権利者は挙証に尽力したが、侵害行為

に関連する帳簿、資料を主に侵害者が有している状況において、侵害者に、侵害行為

に関連する帳簿、資料の提供を命じることができる。侵害者が提供しないとき、又は

虚偽の帳簿、資料を提供したときは、人民法院は、権利者の主張及び提供した証拠を

参考に賠償額を判定することができる。 
  権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の

使用許諾料を確定することが困難なときは、人民法院は、侵害行為の情状に応じて、

30万元以下の賠償支払いを判決する。 

 
  専利についても同様に、当事者間で協議を試みるが、協議を望まない場合又は合意で

きなかった場合は、人民法院に訴訟を提起することができる（専利法第 60 条）。損害賠

償に金額については、権利者が侵害行為により被った損失に応じて確定するが、損失を

確定することが困難である場合、侵害者が侵害行為によって得た利益により確定するこ

とができる。権利者の損失又は侵害者の利益を確定できない場合は、当該特許の使用許

諾料の倍数に応じて確定する。なお、賠償金額には権利者が権利侵害行為を止めるため

に要した支出も合理的な範囲で含ませることができる（専利法第 65 条）。さらに、権利

者の損失、権利侵害者の取得した利益、特許使用許諾料を確定することがいずれも困難

である場合、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、

1 万元以上 100 万元以下の賠償を認定することができる（第 65 条第 2 段落）59。 

＜専利法60＞ 
第六十条 特許権者の許諾を受けずにその特許を実施する、即ちその特許権を侵害し、

紛争を引き起こした場合、当事者が協議により解決する。協議を望まない場合又は合

意することができなかった場合、特許権者又は利害関係者は人民法院に訴訟を提起す

ることができ、また特許事務管理部門に処理を求めることもできる。特許事務管理部

門が処理する状況においては、権利侵害行為が成立すると認められた場合、権利侵害

者に権利侵害行為を即時に停止するよう命ずることができる。当事者が不服の場合、

                                            
59 なお、現在検討されている専利法第4次改正では、損害賠償額の引上げが提案されている。具体的には、賠償額を「10

万元以上500万元以下」（専利法改正案第68条第2段落）とする改正案が提案されている。（河野英仁「中国第4次専

利法改正案のポイント」、第17頁、第18頁、2015年 12月4日、河野特許事務所ウェブサイト内、URL: 
http://knpt.com/contents/china_news/2015.12.04.pdf （最終アクセス日：2017年 3月 13日）） 

60 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター知的財産部編「中華人民共和国専利法（改正） 2009年 10
月1日施行」、JETRO 中国ウェブサイト内「法令・法規」ページ、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/as
ia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf （最終アクセス日：2017年 3月13 日） 
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処理通知を受領した日から15日以内に、『中華人民共和国行政訴訟法』に基づいて人

民法院に訴訟を提起することができる。権利侵害者が期限を過ぎても訴訟を提起せず、

権利侵害行為も停止しない場合、特許事務管理部門は人民法院に強制執行を申請する

ことができる。処理を行う特許事務管理部門は、当事者の請求に基づき、特許権侵害

の賠償金額について調停を行うことができ、調停が成立しなかった場合、当事者は、

『中華人民共和国民事訴訟法』に基づいて人民法院に訴訟を提起することができる。

 
第六十五条 特許権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって被った実際の損失に

応じて確定する。実際の損失を確定することが困難である場合、権利侵害者が権利侵

害によって取得した利益によって確定することができる。権利者の損失又は権利侵害

者が取得した利益を確定することが困難である場合、当該特許の使用許諾料の倍数に

応じて確定する。賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合

理的な支出も含むものとする。 
  権利者の損失、権利侵害者の取得した利益、特許使用許諾料を確定することがいず

れも困難である場合、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要

素に基づき、1万元以上100万元以下の賠償を認定することができる。 

 
  著作権又は著作隣接権を侵害する場合は、権利侵害者は権利者の実質的損失に基づい

て損害賠償しなければならない。実質的損失の算出が困難であるときは、権利侵害者の

違法所得に応じて損害賠償を行うことができる。賠償額には、権利者が権利侵害行為を

制止するために支払った合理的支出を含めるものとする（著作権法第49条第1段落）。 
  さらに、権利者の実質的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができないと

きは、人民法院が侵害行為の情状により50万元以下の損害賠償額を支払うべきとの判決

を行う（著作権法第49条第2段落）。 

＜著作権法61＞ 
第四十九条 著作権又は著作隣接権を侵害する場合は、権利侵害者は権利者の実質的損

失に基づいて損害賠償しなければならない。実質的損失の算出が困難であるときは、

権利侵害者の違法所得に応じて損害賠償を行うことができる。賠償額には、権利者が

権利侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含めるものとする。 
  権利者の実質的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができないときは、

人民法院が侵害行為の情状により50万元以下の損害賠償額を支払うべきとの判決を

下す。 

 
 
 
 

                                            
61 前掲脚注 48参照。 
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（３）追加的損害賠償制度について 
  追加的損害賠償制度については、専利権及び著作権に関しては、明文化された懲罰的

な規定はない62, 63。 
  商標法では、商標法63条において、「悪意により商標専用権を侵害し、情状が重大な

ときは、上述の方法により確定した金額の1倍以上3倍以下で賠償額を確定することがで

きる」とあり、権利者が受けた損失等を超えた額を賠償額とすることができる。 
 
（４）模倣被害に対する民事措置に関する統計調査について 
  最高人民法院は、「中国の裁判所における知的財産権の保護」（白書）という報告書を

作成している。この報告は毎年作成されており、例えば、2011年から2015年までの民事

事件の提訴が行われた件数の推移は以下のとおりである。 

表 6 民事事件の受理件数 

年 
民事事件 
受理件数 
（初審） 

知的財産関連 

2015年64 109,386件 101,324件(+7.22%) 

特許： 11,607件（+20.3%） 
商標： 24,168件（+13.14%） 
著作権： 66,690件（+12.1%） 
技術契約：  1,480件（+38.19%） 
不正競争：  2,181件（+53.38%） 
その他：  3,093件（+22.45%） 
外国当事者：  1,277件（-22.67%） 

2014年65 133,863件 95,522件（+7.83%）

特許：  9,648件（+4.93%） 
商標： 21,362件（-8.21%） 
著作権： 59,493件（+15.86%） 
技術契約：  1,071件（+12.86%） 
不正競争：  1,422件（+9.22%） 
その他：  2,526件（+0.48%） 
外国当事者：  1,716件（+0.11%） 

2013年66 114,075件 88,583件（+1.33%）

特許：  9,195件（-5.01%） 
商標： 23,272件（+17.45%） 
著作権： 51,351件（-4.64%） 
技術契約：    949件（+27.21%） 
不正競争：  1,302件（+15.94%） 
その他：  2,514件（+13.91%） 
外国当事者：  1,697件（+18.75%） 

                                            
62 本調査研究における調査票調査に基づく。 
63 なお、現在検討されている専利法第4次改正では、権利者の損害を超える額の賠償額とできるよう検討されている。具

体的には、「侵害行為の状況、規模、損害結果等の要素に基づき、（中略）確定した額の1倍以上3倍以下に基づき、損

害賠償額を確定することができる」（専利法改正案第68条第1段落）といった改正案が提案されている。（河野英仁「中

国第4次専利法改正案のポイント」、第17頁、第18頁、2015年 12月 4日、河野特許事務所ウェブサイト内、URL: 
http://knpt.com/contents/china_news/2015.12.04.pdf（最終アクセス日：2017年3月 13日）） 

64 前掲脚注 53参照。 
65 前掲脚注 54参照。 
66 前掲脚注 55参照。 
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年 
民事事件 
受理件数 
（初審） 

知的財産関連 

2012年67 87,419件 87,419件（+45.99%）

特許：  9,680件（+23.80%） 
商標： 19,815件（+52.53%） 
著作権： 53,848件（+53.04%） 
技術契約：    746件（+33.93%） 
不正競争：  1,123件（-1.23%） 
その他：  2,207件（+0.64%） 
外国当事者：  1,429件（+8.18%） 

2011年68 59,612件 59,612件（+38.86%）

特許：  7,819件（+35.16%） 
商標： 12,991件（+53.56%） 
著作権： 35,185件（+42.34%） 
技術契約：    557件（-16.87%） 
不正競争：  1,137件（+0.53%） 
その他：  2,193件（+11.55%） 
外国当事者：  1,321件（-3.51%） 

 
 
4.2 模倣に対する措置・対策の状況及びその内容 
4.2.1 模倣品対策の取組ついて 
（１）模倣品対策に取り組む政府関係機関 
  模倣品対策に取り組む政府関係機関としては、税関総署（GAC）、国家工商行政管理

総局（SAIC）、国家知識産権局（SIPO）、質量技術監督局（TIC）、国家版権局（NCA）
及び公安局（PSB）が挙げられる。これらの関係各機関は、特許や商標、著作権等の分

野ごとにそれぞれ担当し、対応を行っている。これらの各機関は下記表7に挙げたよう

なものがある69（次ページ参照）。 
 
  また、中国では、副首相を代表にした知的財産権侵害及び模倣品・粗悪品対策の全国

レベルの組織（以下、「中国模倣対策組織」）がある。本部は中華人民共和国の商務部内

に設置され、主に下記の役割を担っている。 
  ・知的財産権侵害品及び模倣品対策キャンペーン対策の組織 
  ・模倣品対策関連の方針や措置の作成 
  ・各地方・各部署での業務遂行の監督 
  ・知的財産権侵害品及び模倣品の製造・販売等の主要事件の監督 
 
  この組織が運営するウェブサイトでは、各機関が行っている活動の状況や対応、主な

事件に関する情報等が公開されており、また、各組織の電話番号や通報方法といった情

報を提供するプラットフォームの役割を果たしている。 

 
                                            
67 前掲脚注 56参照。 
68 前掲脚注 57参照。 
69 本調査研究における調査票調査に基づく。 
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表 7 模倣品対策の担当機関とその役割 

 機関名 模倣品対策の役割等 

政
府
関
係
機
関 

税関総署（GAC）、各地の税関 国境における商品の検査及び取締り 

国家工商行政管理総局（SAIC）
各地方の工商管理局（AIC） 中国国内の商標権侵害に関する模倣品の行政調査他 

国家知識産権局（SIPO） 
各地方の知識産権局 中国国内の特許権侵害に関する模倣品の行政調査他 

国家版権局（NCA） 
各地方の版権局 中国国内の著作権侵害に関する模倣品の行政調査他 

質量技術監督局（TSB） 中国国内の不正表示等に関する調査及び取締り 

公安局（PSB） 中国国内の模倣品に対する抜き打ち検査、摘発等 

そ
の
他

中国消費者協会 消費者からの苦情に対する対応 

 
（２）その他の機関 
  その他の機関としては、中国消費者協会がある。この協会は、消費者からの苦情に対

する対応等を担当するとともに、消費者の代表として各方面の関係機関と協力し、消費

者の権利保護ための法律等の制定や改正に参与し、政府に対して民意を反映しながら立

法を進めるよう働きかけている70。 
 
 
4.2.2. 模倣をやめさせるための関係国への働きかけ 

  中国国家知識産権局（SIPO）、中国商標局（CTO）、中国国家版権局（NCA）、税

関総署（GAC）、中国国家工商行政管理総局（SAIC）、公安局（PSB）、質量技術監督

局（TSB）、中国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ）、検察院（PP）、裁判所及びそ

の他の当局がそれぞれの役割に応じて関係国への働きかけを行っている。 
  これらの関係各機関による活動及び成果は「Intellectual Property Protection in 

China」というウェブサイト71でみることができる。 
 
  例えば、一例として、中国税関と米国との間で、知的財産の保護に関する法執行上の

協力を取り上げる。 
  2015年、税関総署（GAC）は、米国移民税関執行局（ICE）との間で、知的財産権の

執行上の協力についての合意に達した。合意に従い、中国の税関は、2016年3月と4月に、

1か月に2回、ICEと共同で知的財産法執行プロジェクトを行った。このプロジェクトで

は、USBデータケーブル、電池、照明、携帯端末等を対象とし、中国税関では106,000
                                            
70 消費者庁「海外主要国における消費者政策体制等に関する総合的調査、第3部 主要国の消費者政策体制5.アジア近隣

諸国 (1) 中国 (ア)－2 各組織の概要」、消費者庁ウェブサイト内、URL: http://www.caa.go.jp/adjustments/findings/h
onbun_3_5_1_a_2.html#note_437 （最終アクセス日：2017年3月 13日） 

71 “Intellectual Property Protection in China,” URL: http://www.chinaipr.gov.cn/ （最終アクセス日：2017年2月 10
日） 
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点以上の電子部品、さらに100,000点の模倣品を含む1037の積荷が押収された。また米

国税関では160,000点以上の電子部品を含む699の積荷が押収された。 
 
  その他、国際協力の最近の取組としては以下のようなものがあげられる。 
  ・中国－英国の両国は1996年の基本合意以来、知的財産分野での協力関係を築いてお

り、2015年からは両国間の政府関係者レベルでの知的財産に関するセミナーを開催

し、より一層の協力関係を推進している。 
 
 
4.2.3 消費者意識の改善を促す取組について 
  中国では、国家知識産権局（SIPO）、中国商標局（CTO）、国家版権局（NCA）、税

関総署（GAC）、工商行政管理局（AIC）、公安局（PSB）、質量技術監督局（TSB）、中

国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ）、検察院（PP）、裁判所及びその他の当局がそ

れぞれの役割に応じてそのような働きかけを行っている。 
  知的財産権執行当局と司法当局は、「世界知的所有権の日」の宣伝活動を行っている。

これは、模倣問題に対する消費者の意識を高めることを目的としており、これらの当局

は、模倣の状況を通報する公衆とのオンライン・インタラクティブ性の確保、公衆から

の意見徴収を行う。また、知的財産保護の実績の提示、重要な事案の裁判の放送する等、

時には、典型的な事案を投票で決めて発表し、模倣に対する特別プロジェクトを計画し、

推進する等している。 
 
  その他の関係各機関の主な活動としては以下のとおりである。 

・国家工商行政管理総局（SAIC）：公式ウェブサイトで、公衆の啓発のために模倣品

関連のニュースを発表している。また、SAICと各地のAICは、公衆向けにホットラ

インとオンラインでの通報システムも提供している。各地のAICは、消費者から通

報を受けると、これに対応する専門の部署を設置し、必要であれば、さらに調査を

行う。 
 
・政府機関及び消費者協会は、毎年3月15日に公益テレビ番組を放送し、模倣品、侵

害事象等に対する一般的な調査結果の一部を発表している。番組は全国放送である。

これは、法令、模倣品、侵害事象、消費者の防御策等を公衆が知る上で非常に役立

っている。公益テレビ番組は、中央電子台、最高人民法院、最高人民検察院、中国

共産党中央委員会のネットワークセキュリティ・情報指導弁公室、国家発展改革委

員会、工業情報化部、司法部、農業部、商務部、国家衛生及び国家質量監督検験検

疫総局、国家食品薬品監督管理局、国家知識産権局、国務院法制弁公室、中国消費

者協会等が主催している。 
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4.2.4 模倣被害発生時の相談体制及び相談内容について 
  政府や各当局でそれぞれ対応を行っている。 
 
（１）政府の活動 
  政府は、「専項行動成果展」というウェブサイト72を構築している。このウェブサイト

では、模倣対策の特別プロジェクトの詳細やその実績を掲載しており、また、模倣事案

特定のためのガイドラインを提供し、消費者が模倣事案を通報する窓口を提供している。 
 
（２）当局 
  知的財産法執行当局は、一般向けに、模倣品を通報する特別なホットラインを提供し

ている。例えば、ホットライン「12360」は、税関での模様事案のため、「12315」は消

費者又は知的財産権者が模倣品をAICに通報するためのもの、「12390」は侵害と海賊版

に関するもの、「12330」は知財に関する法的支援のためのものである73。 
  例えば「12315」については、通報者は、まず、オンライン上の様式に模倣の事実の

概要と連絡先情報を記載しなければならない。当局は、通報／申立てを確認し、事案を

該当する部署に移管する。その後、特定の部署が事案を受理し、調査を行い、必要であ

れば該当する事業所を検査し、侵害が認められた場合には罰の決定を行う。 
 
 
4.3 模倣被害の実態把握の状況 
4.3.1 模倣被害の実態把握について 
（１）実態把握の実施の有無について 
  中国は、関係当局でそれぞれ実態把握の調査を行っており、関係当局で報告書等を作

成している。 
 

（２）模倣被害の実態把握を行う担当機関 
  模倣品被害の実態把握を行う主な担当機関としては、税関や国家工商行政管理総局

（SAIC）、中国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ74）等がある。 
 
（３）模倣被害の実態把握に関する調査の内容について 
 ア 税関 
  税関は、毎年税関で押収した商品の総量に関する年報を発行している。 
  例えば、2015年では、知的財産権の被疑侵害品の積荷1939（55.9億元相当）が押収さ

れたという報告がある75。 

                                            
72 「専項行動成果展（Achievement Exhibition of the Special Operation against IPR Infringement and Counterfeiting）」, 

URL: http://ipr.cntv.cn/ipr07/zhanting/index.shtml （最終アクセス日：2017年3月 13日） 
73 例えば、前掲脚注70に挙げたウェブサイトにホットラインの案内がある。また、”China’s Website for the Campaign 

against IPR Infringements and Counterfeits,”（英語版サイト）URL; http://english.ipraction.gov.cn/ （最終アクセス

日：2017年 2月 10日）にも同様の案内がある。 
74 AQSIQ: General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C. 
75 （参考）中国税関ウェブサイト URL: http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info795840.htm （最終
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 イ 国家工商行政管理総局その他の政府機関 
  国家工商行政管理総局（SAIC）は、毎年報告書を作成しており、それには、行政調

査（で押収したもの）の総量を含む情報等を記載している。 
  国家工商行政管理総局（SAIC）のデータによれば、2015年は、彼らは調査を実施し

30,700件（5.01億元相当）の商標の模倣事件を扱った。また、2012年から2015年末まで

に、彼らは調査を実施し317,000件（29.1億元相当）の侵害・模倣事件を扱った（公式

サイト76を参照のこと）とある。 
 
  また、2011年のAQSIQの報告書には、WTOの統計では、全世界における模倣被害は

21世紀には1000億米ドルにのぼり、中国での模倣品による年間の被害額は、2000億元

にのぼると記載されている77。 
 
  通常、関連する政府機関は損害額について刊行物は発行しないが、作業報告書や公式

ウェブサイトにおいて、自分たちの調査活動における模倣品の額のデータを提供してい

る78。 
 

 

4.3.2 模倣被害の損害額の推定について 
 なお、模倣品による損害額の推定については、国内、海外ともに行っていない79。 

                                                                                                                                        
アクセス日：2017年 3月13日） 

76 （参考）SAICウェブサイトURL: http://www.saic.gov.cn/zwgk/tjzl/zxtjzl/xfzbhj/201604/t20160421_168127.html （最

終アクセス日：2017年 3月13日） 
77 （参考）AQSIQ ウェブサイトURL: http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/dfzjxw/dfftpxw/201110/t20111012_200119.htm （最

終アクセス日：2017年 3月13日） 
78 本調査研究における調査票調査に基づく。 
79 本調査研究における調査票調査に基づく。 
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